
令和８年度徳之島町インターンシップ教育事業 実施要綱 
 

１ 事業目的 

町内の中学生及び高校生のインターンシップ教育事業として、関西圏での職場体験や企

業訪問により望ましい勤労観や豊かな職業観を育み、就職するための進路について広く理

解を深めることを目的とする。また、将来の重要な町の人材として、大きな夢に向かい挑

戦し、夢の実現に向け努力する子どもを育成することを目的とする。 

 

２ 事業主体  徳之島町 

 

３ 事業概要 

（１） 派遣人員 １２人程度（町内在住の中学生３年生から高校生２年生） 

 

（２） 事前研修予定 

(ｱ) 第１回 令和８年６月上旬 １４：００～１６：００ 

オリエンテーション、事業説明、係決定・係別協議など 

(ｲ) 第２回 令和８年６月下旬 １４：００～１６：００ 

訪問先の学習等・キャリア教育講演等 

(ｳ) 第３回 令和８年７月上旬 １４：００～１６：００ 

訪問先の学習等・キャリア教育講演等 

(ｴ) 第４回 令和８年７月下旬 １４：００～１６：００ 

キャリア教育講演等、本研修最終確認、結団式 

    ※日程は変更になる可能性があります。 

 

（３） 本研修 

(ｱ) 派遣期間 令和８年７月２６日（日）～７月３１日（金）(５泊６日） 

(ｲ) 訪 問 先 関西圏 

(ｳ) 研修内容 職場体験、職場訪問、大学訪問 

(ｴ）宿 泊 先 大阪市 

 

（４）事後研修及び事後活動 

(ｱ) 事後研修 令和８年８月下旬 予定 

研修報告書の作成，事後活動計画策定など 

(ｲ) 事後活動 令和８年９月～令和９年１月 

研修内容紹介のパネル展の開催・成果発表など 

 

４ 経費   研修に要する経費は、徳之島町が負担する。ただし，次に掲げる経費は，参加

者本人の負担とする。 

（１）負担金     １万円（第４回事前研修で徴収します） 

（２）その他の経費  旅行傷害保険料（町負担） 

（傷害死亡保険３千万円を超える場合のその超過分に限る。） 


